
令和３年度市・県民税（個人住民税）の主な税制改正について  

   

○給与所得控除の改正   

【改正後】   

給与所得控除額が一律１０万円引き下げられました。  

給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を８５０万円とし、その控除上限額が１９５万円にそれぞれ引き下げられました。 

 なお給与所得が８５０万円を超えても、子育て・介護世代は負担が増えないよう、措置が講じられます。※所得金額調整控除 

（給与所得の速算表）   

給与等の収入金額の合計（Ａ） 給与所得の金額(１円未満の端数切捨） 

５５０，９９９円まで ０円 

５５１，０００円～１，６１８，９９９円 「（Ａ）-５５０，０００円」で求めた金額 

１，６１９，０００円～１，６１９，９９９円 １，０６９，０００円 

１，６２０，０００円～１，６２１，９９９円 １，０７０，０００円 

１，６２２，０００円～１，６２３，９９９円 １，０７２，０００円 

１，６２４，０００円～１，６２７，９９９円 １，０７４，０００円 

１，６２８，０００円～１，７９９，９９９円 
給与等の収入金額を「４」で割って                  

千円未満を切り捨てる（Ｂ） 

「（Ｂ）×２．４＋１００，０００円」で求めた金額 

１，８００，０００円～３，５９９，９９９円 「（Ｂ）×２．８－８０，０００円」で求めた金額 

３，６００，０００円～６，５９９，９９９円 「（Ｂ）×３．２－４４０，０００円」で求めた金額 

６，６００，０００円～８，４９９，９９９円 「（Ａ）×０．９－１，１００，０００円」で求めた金額 

８，５００，０００円以上 「（Ａ）－１，９５０，０００円」で求めた金額 

【改正前】   

（給与所得の速算表）   

給与等の収入金額の合計（Ａ） 給与所得の金額(１円未満の端数切捨） 

６５０，９９９円まで ０円 

６５１，０００円～１，６１８，９９９円 「（Ａ）-６５０，０００円」で求めた金額 

１，６１９，０００円～１，６１９，９９９円 ９６９，０００円 

１，６２０，０００円～１，６２１，９９９円 ９７０，０００円 

１，６２２，０００円～１，６２３，９９９円 ９７２，０００円 

１，６２４，０００円～１，６２７，９９９円 ９７４，０００円 

１，６２８，０００円～１，７９９，９９９円 
給与等の収入金額を「４」で割って                  

千円未満を切り捨てる（Ｂ） 

「（Ｂ）×２．４」で求めた金額 

１，８００，０００円～３，５９９，９９９円 「（Ｂ）×２．８－１８０，０００円」で求めた金額 

３，６００，０００円～６，５９９，９９９円 「（Ｂ）×３．２－５４０，０００円」で求めた金額 

６，６００，０００円～９，９９９，９９９円 「（Ａ）×０．９－１，２００，０００円」で求めた金額 

１０，０００，０００円以上 「（Ａ）－２，２００，０００円」で求めた金額 

 

 



○公的年金等控除の改正    

【改正後】     

公的年金等控除額が一律１０万円引き下げられました。   

公的年金等の収入金額が１，０００万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が１９５万５千円に定められました。  

公的年金等の収入にかかる雑所得以外の合計所得金額が１，０００万円を超える場合は、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されることになりました。 

（公的年金等雑所得速算表）    

年金受給者       

の年齢 
公的年金等の収入金額の合計（Ｃ） 

公的年金等雑所得の金額(１円未満の端数切捨） 

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 

１，０００万円以下の場合 １，０００万円を超え２，０００万円以下の場合 ２，０００万円を超える場合 

６５歳以上 

３，３００，０００円未満 「（Ｃ）－１，１００，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－１，０００，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－９００，０００円」で求めた金額 

３，３００，０００円から４，０９９，９９９円 「（Ｃ）×０．７５－２７５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．７５－１７５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．７５－７５，０００円」で求めた金額 

４，１００，０００円から７，６９９，９９９円 「（Ｃ）×０．８５－６８５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．８５－５８５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．８５－４８５，０００円」で求めた金額 

７，７００，０００円から９，９９９，９９９円 「（Ｃ）×０．９５－１，４５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．９５－１，３５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．９５－１，２５５，０００円」で求めた金額 

１０，０００，０００円以上 「（Ｃ）－１，９５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－１，８５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－１，７５５，０００円」で求めた金額 

６５歳未満 

１，３００，０００円未満 「（Ｃ）－６００，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－５００，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－４００，０００円」で求めた金額 

１，３００，０００円から４，０９９，９９９円 「（Ｃ）×０．７５－２７５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．７５－１７５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．７５－７５，０００円」で求めた金額 

４，１００，０００円から７，６９９，９９９円 「（Ｃ）×０．８５－６８５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．８５－５８５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．８５－４８５，０００円」で求めた金額 

７，７００，０００円から９，９９９，９９９円 「（Ｃ）×０．９５－１，４５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．９５－１，３５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）×０．９５－１，２５５，０００円」で求めた金額 

１０，０００，０００円以上 「（Ｃ）－１，９５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－１，８５５，０００円」で求めた金額 「（Ｃ）－１，７５５，０００円」で求めた金額 
 ６５歳以上－昭和３１年１月１日以前生まれの人、６５歳未満－昭和３１年１月２日以降生まれの人  

【改正前】     

（公的年金等雑所得速算表）    

年金受給者  

の年齢 
公的年金等の収入金額の合計（Ｃ） 公的年金等雑所得の金額(１円未満の端数切捨）   

６５歳以上 

１，２００，０００円未満 ０円   

１，２００，００１円から３，２９９，９９９円 「（Ｃ）－１，２００，０００円」で求めた金額   

３，３００，０００円から４，０９９，９９９円 「（Ｃ）×０．７５－３７５，０００円」で求めた金額   

４，１００，０００円から７，６９９，９９９円 「（Ｃ）×０．８５－７８５，０００円」で求めた金額   

７，７００，０００円以上 「（Ｃ）×０．９５－１，５５５，０００円」で求めた金額   

６５歳未満 

７００，０００円未満 ０円   

７００，００１円から１，２９９，９９９円 「（Ｃ）－７００，０００円」で求めた金額   

１，３００，０００円から４，０９９，９９９円 「（Ｃ）×０．７５－３７５，０００円」で求めた金額   

４，１００，０００円から７，６９９，９９９円 「（Ｃ）×０．８５－７８５，０００円」で求めた金額   

７，７００，０００円以上 「（Ｃ）×０．９５－１，５５５，０００円」で求めた金額   

 ６５歳以上－昭和３０年１月１日以前生まれの人、６５歳未満－昭和３０年１月２日以降生まれの人  

 

 

 



○基礎控除の改正     

基礎控除額が１０万円引き上げられました。    

合計所得金額が２，４００万円を超えると、その合計所得に応じて控除が逓減し、２，５００万円を超えると基礎控除の適用がなくなりました。 

【改正後】  【改正前】   

合計所得金額 基礎控除額 合計所得金額 基礎控除額  

２，４００万円以下 ４３万円 

一律 ３３万円 

 

２，４００万円超２，４５０万円以下 ２９万円  

２，４５０万円超２，５００万円以下 １５万円  

２，５００万円超 適用なし  

 

○ひとり親控除の創設及び寡婦（夫）控除の改正 
     

【改正後】         

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直しが行われました。   

・ひとり親控除－婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子（総所得金額等が４８万円以下）を有する単身者(合計所得金額が５００万円以下に限る）について、 

「ひとり親控除」（控除額３０万円）が適用されます。      

・寡婦控除－上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額２６万円を適用し、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても所得制限 

（合計所得金額５００万円以下）が設定されます。      

※ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に｢夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある方は適用されません。 

※生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親・寡婦の対象年齢に上限はありません。  

下記の表で控除の種類、控除額を確認してください。      

本
人
が
母 

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親  

本人所得 ５００万円以下 ５００万円超 ５００万円以下 ５００万円超 ５００万円以下  

扶養親族 
有 

子 ３０万円 － ３０万円 － ３０万円  

子以外 ２６万円 － ２６万円 － －  

無 ２６万円 － － － －  

          

本
人
が
父 

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親  

本人所得 ５００万円以下 ５００万円超 ５００万円以下 ５００万円超 ５００万円以下  

扶養親族 
有 

子 ３０万円 － ３０万円 － ３０万円  

子以外 － － － － －  

無 － － － － －  

          

 控除額         

 ３０万円 ＝ ひとり親控除に該当      

 ２６万円 ＝ 寡婦控除に該当      

          

 



○扶養控除等を受けるための所得金額要件の改正    

要件等 改正後 改正前  

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 ４８万円以下 ３８万円以下  

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 ４８万円超１３３万円以下 ３８万円超１２３万円以下  

勤労学生の合計所得金額要件 ７５万円以下 ６５万円以下  

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、                                                                                               

必要経費に算入する金額の最低補償額 
５５万円 ６５万円  

寡婦・ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 ４８万円以下 ３８万円以下  

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 ４８万円以下 ３８万円以下  

    

○非課税基準の改正    

要件等 改正後 改正前 

障害者、未成年者、寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 １３５万円以下 １２５万円以下 

均等割の非課税限度額の合計所得金額（非課税となる方） 

同一生計配偶者または                

扶養親族を有しない方 
２８万円＋１０万円 ２８万円 

同一生計配偶者または                  

扶養親族を有する方 

２８万円×（１＋同一生計配偶者及び           

扶養親族の人数）＋１６万８千円＋１０万円 

２８万円×（１＋同一生計配偶者及び           

扶養親族の人数）＋１６万８千円 

所得割の非課税限度額の合計所得金額 

同一生計配偶者または                 

扶養親族を有しない方 
４５万円 ３５万円 

同一生計配偶者または               

扶養親族を有する方 
３５万円×（１＋同一生計配偶者及び            

扶養親族の人数）＋３２万円＋１０万円 

３５万円×（１＋同一生計配偶者及び           

扶養親族の人数）＋３２万円 

 

○調整控除の改正 
          

合計所得金額が２，５００万円を超える場合、調整控除額が適用されなくなりました。     

            

○所得金額調整控除の創設          

①給与等の収入金額が８５０万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が  

給与所得の金額から控除されます。         

 計算方法① 給与等の収入金額（上限１，０００万円）－８５０万円）×１０％     

ア．本人が特別障害者の場合          

イ．特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合       

ウ．２３歳未満の扶養親族を有する場合         

②給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と  

公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が１０万円を超える場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。  

 計算方法② 給与所得控除後の給与等の金額（上限１０万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額（上限１０万円）－１０万円 

※①と②の両方に該当する場合は、①の控除後に②の金額が控除されます。      

 


